
建築行政共用データベースシステム端末等賃貸借契約に係る制限付き一般競争入札

質 疑 応 答

2025/11/12現在
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質問内容

機器仕様書（1）パソコンＡ（2）パソコンＢ
モニターについて、「ワイドモニタ不可」とあ
り、表示1920 ドット×1080
ドット（FHD）とあります。「ワイドモニタ
可」の間違いでしょうか。

回答

間違いではありません。
今回の仕様にあるワイドモニタの定義は、縦横
比率（アスペクト比）が普及している16:9より
もさらに横長の21:9などのモニターのことで
す。

回答日

11月12日


